
　対象世帯には、2月下旬から順次、確認書または
申請書を送付していますが、申請していない人は、
申請期限が５月20日（金）までとなりますので、早め
に手続きをお願いします。
　また、家計急変世帯※の申請期限は9月30日（金）
までとなります。申請方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
※�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の
収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の確認書・申請書
の申請は５月20日（金）まで

守山市自治振興表彰 受賞者

住宅・店舗・施設の改修を助成

 

問 商工観光課　 ・有（５82）1131　 （５82）1166

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、市内経済への影響緩和・地域経済の活性化対策として、
住宅、店舗や医療・福祉施設の改修工事を行った所有者などに助成金を交付します。また、市内に
ある店舗・施設は、市外の法人が改修した場合も助成を受けられます。詳しくは、募集要項をご覧
ください。募集要項は商工観光課または商工会議所で配布するほか、市ホームページでご覧くださ
い。
助成額　 対象工事費50万円以上（消費税抜き）に対し、10％を助成（上限30万円、1万円未満切り捨て）
助成対象工事　 内装工事、外装工事、外構工事（屋根など10㎡以上の設

置工事は事前に建築確認申請が必要）、住宅設備工事など　
　　　　　　　 ※対象工事の改修前と改修後の比較できる写真が必要。
施工業者　 「市内に本社または本店を有する法人」または「市内の個人の

施工業者」を利用して施工すること
契約および引き渡し　 令和４年1月1日～令和5年3月15日に契約を締結

し、令和４年1月1日～令和5年3月31日に引き渡し
を受けたもの

他 ・ 平成28年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度に、商工観光課が所轄した住宅・店舗などの改修助成
を受けた住宅および今年度こどもみらい住宅支援事業などの国の事業、県または市のほかの制度の助成を
受ける予定もしくは受けた住宅などは申請不可

　・外構工事、造園工事については条件がありますので、事前にご相談ください
申 5月2日（月）～令和5年3月31日（金）に商工観光課へ申し込み。

ホームページ

問スポーツ振興課　
　 （５82）1169　 （５82）0５39

問 生活支援相談課（給付金担当）
　 （５16）4090　 （５82）1138

ホームページ

　 守山市ソフトテニス連盟副会長などを歴任され、
長年にわたりソフトテニスの普及および選手育
成に尽力

　 守山市スポーツ少年団の指導者として、長年に
わたり子どもたちの剣道の指導育成に尽力

　 守山市スポーツ少年団の指導者として、長年に
わたり子どもたちのバレーボールの指導育成に
尽力
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　スポーツ分野において優れた功績などを挙げた
人を紹介します（順不同、敬称略）。

八
や

代
だい

 直
なお

人
と

広報もりやま　2022.4.15   No.1334　5

時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）￥費用
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話　


